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Ⅱ．放射性物質の常時監視に関する検討会  開催経緯 

 

検討会 開催日等 検討内容 

第 1回 平成 25 年 8 月 23 日 

・検討会の設置について 

・環境放射能に係る既存のモニタリングの概要説明

・大防法及び水防法に基づく放射性物質の常時監視

に係る論点について 

第 2回 平成 25 年 9 月 24 日 ・検討会報告書（素案）について 

パブリック 

コメント 

平成 25 年 10 月 8 日 

～ 

平成 25 年 10 月 31 日 

－ 

第 3回 平成 25 年 11 月 22 日 

（予定） 

・パブリックコメントの結果について 

・報告書（案）について 
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Ⅲ-(３) 放射性物質に係る関連法令（抜粋） 

① 原子力施設関連法 

①-1-1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十六号） 

終改正：平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html 

第六章 原子力事業者等に関する規制等 

（目的）  

第一条  この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するととも

に、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、

製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模

な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原

子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物

資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の

保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 

 

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）  

第三十五条  原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委

員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。  

一  原子炉施設の保全  

二  原子炉の運転  

三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃

棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次項において同

じ。）において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。） 

（省略） 

 

 

①-1-2 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

（昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号） 

終改正：平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第四号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）

及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第

三百二十四号）中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規定に基づき、及び同規定を

実施するため、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように制定する。 

（省略） 
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（工場又は事業所において行われる廃棄）  

第十五条  法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工

場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。  

（省略） 

三  気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 

イ 排気施設によつて排出すること。 

ロ 障害防止の効果をもつた廃棄槽に保管廃棄すること。 

四  前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による

減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低

下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を

監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会

の定める濃度限度を超えないようにすること。  

（省略） 

六  液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 

イ 排水施設によつて排出すること。 

（省略） 

七  前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹

脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によつて排水

中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備

において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界に

おける水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにす

ること。  

（省略） 

 

 

①-2 原子力災害対策特別措置法 

（平成十一年十二月十七日法律第百五十六号） 

終改正：平成二十五年六月二十一日法律第五十四号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO156.html 

（目的）  

第一条  この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力

事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急

事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることによ

り、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十

六号。以下「規制法」という。）、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）そ

の他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、
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もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

（省略） 

（放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等）  

第十一条  原子力事業者は、原子力規制委員会規則で定める基準に従って、その原子力事

業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、

及び維持しなければならない。  

（省略） 
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② 研究等 RI 施設関連法 

②-1-1 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

（昭和三十二年六月十日法律第百六十七号） 

終改正：平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html 

（目的）  

第一条  この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり、

放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放

射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物（以下「放射

性汚染物」という。）の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障

害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 

（省略） 

（使用の許可の基準）  

第六条  原子力規制委員会は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、

その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。  

（省略） 

三  廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合

するものであること。  

（省略） 

（廃棄の業の許可の基準）  

第七条  原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、

その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。  

一  廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準

に適合するものであること。  

二  廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準

に適合するものであること。  

三  廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合

するものであること。  

四  その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。 

（省略） 

（廃棄の基準等）  

第十九条  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場

又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基

準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。  

２  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事

業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準

に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。  

13



 

３  原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前二項

の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対

し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。  

４  届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄について

は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。  

５  前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証機器（以下「表示付認

証機器等」という。）を廃棄しようとする者（許可届出使用者又は許可廃棄業者であるもの

を除く。）は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。 

（省略） 

 

 

 

②-1-2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 

（昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号） 

終改正：平成二十五年三月二十九日文部科学省令第八号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html 

（廃棄施設の基準） 

第十四条の十一  法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造

及び設備の技術上の基準（廃棄物埋設地に係るものを除く。）は、次のとおりとする。 

（省略） 

四  密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発

生装置を使用する場合（当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線

発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制

委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。）には、次に定めるところによ

り、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、

若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は

放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。 

（省略） 

ハ 排気設備は、次のいずれかに該当するものであること。 

（１） 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度

限度以下とする能力を有すること。 

（２） 排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工

場若しくは事業所又は廃棄事業所（以下「事業所等」という。）の境界（事業所等の境界に

隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場若しくは事

業所又は廃棄事業所（以下「事業所等」という。）及び当該区域から成る区域の境界。以下

この号及び次号並びに第十九条第一項第二号及び第五号において同じ。）の外の空気中の放

射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 
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（省略） 

五  液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところによ

り、排水設備を設けること。 

イ 排水設備は、次のいずれかに該当するものであること。 

（１） 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度

限度以下とする能力を有すること。 

（２） 排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事

業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限

度以下とする能力を有すること。 

（３） （１）又は（２）の能力を有する排水設備を設けることが著しく困難な場合にあ

つては、排水設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限

度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。 

（省略） 

（廃棄の基準）  

第十九条  許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規

則で定める技術上の基準（第三項に係るものを除く。）については、次に定めるところによ

るほか、第十五条第一項第三号、第四号から第十号まで、第十一号及び第十二号の規定を

準用する。この場合において、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」と

あるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は

放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、

同項第五号から第八号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第九号

中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」と

あるのは「廃棄作業室」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄

施設」と読み替えるものとする。  

一  気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することにより

廃棄すること。  

二  前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。 

イ 第十四条の十一第一項第四号ハ（１）の排気設備において廃棄する場合にあつては、

当該設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃

度限度以下とすること。 

ロ 第十四条の十一第一項第四号ハ（２）の排気設備において廃棄する場合にあつては、

排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界の外の空気中の放

射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。 

ハ 第十四条の十一第一項第四号ハ（３）の排気設備において廃棄する場合にあつては、

排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外にお

ける線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。 

（省略） 
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五  前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。 

イ 第十四条の十一第一項第五号イ（１）の排水設備において廃棄する場合にあつては、

当該設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃

度限度以下とすること。 

ロ 第十四条の十一第一項第五号イ（２）の排水設備において廃棄する場合にあつては、

排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の

放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。 

ハ 第十四条の十一第一項第五号イ（３）の排水設備において廃棄する場合にあつては、

排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外にお

ける線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。 

（省略） 
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③ 医療施設関連法 

③-1-1 医療法 

（昭和二十三年七月三十日法律第二百五号） 

最終改正：平成二十四年六月二十七日法律第四十号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html 

第一章 総則 

第一条  この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必

要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び

管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担

及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利

益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健

康の保持に寄与することを目的とする。 

（省略） 

 

 

 

③-1-2 医療法施行規則 

（昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号） 

最終改正：平成二十五年一月十八日厚生労働省令第四号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html 

（廃棄施設）  

第三十条の十一  診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射

性同位元素によつて汚染された物（以下「医療用放射性汚染物」という。）を廃棄する施設

（以下「廃棄施設」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。  

一  廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるよう

にしやへいすることができるものとすること。ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、

又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。  

二  液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところに

より、排水設備（排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は

浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。 

イ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃

度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視す

ることにより、病院又は診療所の境界（病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだ

りに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。）にお

ける排水中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とす

る能力を有するものであること。 

（省略） 
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三  気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところに

より、排気設備（排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物

を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。ただし、作業の性

質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気体状の放射性同位元素を

発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでな

い。 

イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃

度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視す

ることにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の

二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 

（省略） 

２  前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設ける

ことが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間

につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生

労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。

この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位

元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気

中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外に

おける実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。  

（省略） 

 

 

 

③-2-1 薬事法施行規則 

（昭和三十六年二月一日厚生省令第一号） 

終改正：平成二十五年六月二十八日厚生労働省令第八十五号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html 

第一章 薬局  

（開設の申請）  

第一条  薬事法（以下「法」という。）第四条第一項の規定により薬局開設の許可を受け

ようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事（その所在地が地域保健法 （昭和

二十二年法律第百一号）第五条第一項 の政令で定める市（以下「保健所を設置する市」と

いう。）又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第三項、第六条

並びに第十五条の四第二項において同じ。）に提出しなければならない。 

２  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法の規定によ

る許可等の申請又は届出（以下「申請等の行為」という。）の際当該申請書の提出先とされ

ている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出さ
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れた書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 

（省略） 

六  放射性医薬品（放射性医薬品の製造及び取扱規則 （昭和三十六年厚生省令第四号）

第一条第一号 に規定する放射性医薬品をいう。以下同じ。）を取り扱おうとするとき（厚

生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。）

は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した

書類 

（省略） 

 

 

③-2-2 放射性医薬品の製造及び取扱規則 

（昭和三十六年二月一日厚生省令第四号） 

終改正：平成二十三年十二月二十一日厚生労働省令第百五十号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000004.html 

（製造業者の遵守すべき事項）  

第二条  製造業者は、作業を行うに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければな

らない。 

（省略） 

五  排気設備の排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度

限度以下とすること、又は排気監視設備を設けた場合において排気中の放射性物質の濃度

を監視することにより、製造所の境界（製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち

入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下この項において同じ。）

における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること。  

六  排水設備の排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度

限度以下とすること、又は排水監視設備を設けた場合において排水中の放射性物質の濃度

を監視することにより、製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣

が定める濃度限度以下とすること。  

七  前二号の規定にかかわらず、薬局等構造設備規則第九条第一項第四号ヘが適用される

場合は、排気口若しくは排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視し、又は

排水口若しくは排水監視設備において排液中若しくは排水中の放射性物質の濃度を監視す

ることにより、製造所の境界の外の人が被ばくする線量を厚生労働大臣が定める線量限度

以下とすること。 

（省略） 

第三条の二  廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりと

する。 

（省略） 

四  気体状の放射性物質等を浄化し、又は排気する場合には、次に掲げる要件を満たす排
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気設備を設けること。ただし、厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性物質

を取り扱うとき、又は排気設備を設けることが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作

業の性質上困難である場合であつて、気体状の放射性物質を発生し、若しくは放射性物質

によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。 

イ 排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とす

る能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、廃棄

事業所の境界の外の空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とす

る能力を有すること。 

（省略） 

五  液体状の放射性物質等を浄化し、又は排水する場合には、次に掲げる要件を満たす排

水設備を設けること。 

イ 排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とす

る能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、廃棄

事業所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下と

する能力を有すること。 

（省略） 

 

 

③-2-3 薬局等構造設備規則 

（昭和三十六年二月一日厚生省令第二号） 

終改正：平成二十一年二月六日厚生労働省令第十号 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000002.html 

（放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備）  

第九条  施行規則第二十六条第一項第二号及び第二項第一号の区分並びに施行規則第三

十六条第一項第二号及び第二項第一号の区分の製造業者等の製造所（包装、表示又は保管

のみを行う製造所を除く。以下この項及び次項において同じ。）の構造設備の基準は、第六

条及び第七条に定めるもののほか、次のとおりとする。 

（省略） 

四  次に定めるところに適合する廃棄設備を有すること。 

（省略） 

ニ 次に定めるところに適合する排気設備を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める

数量若しくは濃度以下の放射性物質を取り扱うとき、又は排気設備を設けることが、著し

く、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合であつて、気体状の放射性

物質を発生し、若しくは放射性物質によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限

りでない。 

（１） 排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下

とする能力を有すること、又は排気監視設備を設けて排気中の放射性物質の濃度を監視す
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ることにより、製造所の境界（製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らない

ような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下この号において同じ。）の外の

空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有するこ

と。 

ホ 液体状の放射性物質又は放射性物質によつて汚染された液を浄化し、又は排水する場

合には、次に定めるところに適合する排水設備を有すること。 

（１） 排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下

とする能力を有すること。又は排水監視設備を設けて排水中の放射性物質の濃度を監視す

ることにより、製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める

濃度限度以下とする能力を有すること。 

（省略） 

 

 

③-3-1 獣医療法 

（平成四年五月二十日法律第四十六号） 

終改正：平成二十三年八月三十日法律第十五号 

（目的）  

第一条  この法律は、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療

を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を

図ることを目的とする。 

（省略） 

（診療施設の構造設備の基準）  

第四条  診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければな

らない。  

（診療施設の管理）  

第五条  開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にそ

の診療施設を管理させなければならない。  

２  前項の規定により診療施設を管理する者（以下「管理者」という。）が、その構造設

備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農

林水産省令で定める。 

（省略） 

 

 

 

③-3-2 獣医療法施行規則 

（平成四年八月二十五日農林水産省令第四十四号） 

終改正：平成二十三年八月三十日農林水産省令第五十一号 
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（廃棄施設）  

第六条の十  診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同

位元素によって汚染された物（以下「獣医療用放射性汚染物」という。）を廃棄する施設（以

下「廃棄施設」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

一  人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下にな

るようにしゃへい物を設けること。 

二  液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところ

により、排水設備（排水管、排液処理槽その他液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、

又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。 

イ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限

度以下とする能力を有するものであること又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位

元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界（診療施設の境界に隣接する区域に人

がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。）

における排水中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有する

ものであること。 

（省略） 

三  気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところ

により、排気設備（排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の獣医療用放射性汚

染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。ただし、作業

の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であって、気体状の放射性同位元

素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときは、この限り

でない。 

イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限

度以下とする能力を有するものであること又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位

元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度

を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 

（省略） 

２  前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設ける

ことが著しく困難な場合において、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき

一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大

臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この

場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素

の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の

放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、診療施設の境界の外における実効

線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。 

（省略） 

（廃棄物詰替施設等の基準）  
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第十条の三  廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりと

する。 

（省略） 

４  前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一

項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著

しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシ

ーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認

を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合にお

いて、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及

び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同

位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一

年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。 

（省略） 
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Ⅳ．放射性物質以外の物質の常時監視の状況 

Ⅳ-(１) 常時監視の事務処理基準の概要 
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Ⅰ 大気汚染状況の常時監視の目的 

都道府県等において継続的に大気汚染に係る測定を実施することにより、地域におけ

る大気汚染状況、発生源の状況及び高濃度地域の把握、汚染防止対策の効果の把握等を

行うとともに、全国的な汚染動向、汚染に係る経年変化等を把握し、もって国民の健康

の保護及び生活環境の保全のための大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的とす

る。 

 

Ⅱ 窒素酸化物、浮遊粒子状物質等に係る常時監視 

 

１．測定対象 

主として、窒素酸化物、粒子状物質その他の大気汚染防止法に基づく規制がなされて

いる物質に関して大気汚染状況を把握するため、環境基準が設定されている以下に掲げ

る物質について測定を実施する。 

二酸化硫黄 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

光化学オキシダント 

二酸化窒素 

また、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについての大気汚染状況を適切に評価

するため、その生成の原因となる非メタン炭化水素についても測定を実施する。 

ただし、これらの物質の一部のみを測定項目として選定する測定局にあっては、当該

測定局周辺における発生源からの排出の状況、各物質の環境濃度の状況その他の当該測

定局及び当該地域に係る実状を踏まえ、各物質の測定の必要性及び優先度合いを十分考

慮し、測定項目を選定するものとする。 

さらに、上記に掲げる物質についての大気汚染状況を適切に評価するため、一酸化窒

素並びに風向及び風速等の気象要素についても測定を実施するよう努めるものとする。 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

上記１．の測定対象に係る大気汚染状況を常時監視するための測定設備が設置されて

いる施設を測定局という。都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における測定

項目ごとの望ましい測定局数の水準を決定するものとする。望ましい測定局数の水準は、

以下のアに規定する全国的視点から必要な測定局数に、以下のイに規定する地域的視点

から必要な測定局数を加えて算定する。 

 

注）望ましい測定局数の水準は、大気汚染による人の健康の保護及び生活環境の保全
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の見地から定めるものであることから、車道局など、人が通常生活していない地域

又は場所に配置され、環境基準の達成状況の判断に使用されない測定局の数は含ま

ないものとする。また、地域全体の大気汚染状況を把握するための数を示すもので

あることから、以下のような特殊な目的を有する測定局の数も含まないものとする。 

・特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握 

 

ア 全国的視点から必要な測定局数の算定 

① 人口及び可住地面積による算定 

大気汚染物質に係る環境基準又は指針値等（以下「環境基準等」という。）は、

人の健康の保護の見地から設定されたものである。したがって、大気汚染物質の人

への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面積から林野面積及び湖

沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された都道府県ごとの測定局数のうち、数

の少ない方を都道府県ごとの基本的な測定局数とする。 

(a) 人口 75,000 人当たり１つの測定局を設置する。 

(b) 可住地面積 25 km2当たり１つの測定局を設置する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域

に細分化した上で、その地域区分ごとに測定局数の調整を行うこともできることと

する。 

② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整 

都道府県の測定局のうち、過去３年程度の間において、測定項目ごとに環境基準

等の評価指標で最高値を示した測定局の当該最高値を以下のように区分し、「高」

に該当する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数を、「中」に該当

する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/2 の数を、

「低」に該当する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/3

の数を測定項目ごとの測定局数とする。 

「高」：環境基準等を未達成又は達成しているが、基準値の７割を超える。 

「中」：環境基準等を達成しているが、基準値の３割を超え、かつ、７割以下。 

「低」：環境基準等を達成し、かつ、基準値の３割以下。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域

に細分化した上で、その地域区分ごとに上記の環境濃度レベルに対応した測定局数

の調整を行うこともできることとする。 

注）調整の結果により、測定局の移設、統廃合又は廃止を行う場合は、測定デー

タの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的な測定等に留意することと

する。 

③ 測定項目の特性に対応した測定局数の調整 

(a) 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素 
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①及び②で算定された数を測定局数とする。 

ただし、自動車 NOx･PM 法により定めた対策地域を含む都道府県にあっては、

浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、①及び②で算定された数の概ね 4/3 の数を測

定局数とする。 

また、光化学オキシダントの注意報が発令されていない都道府県にあっては、

光化学オキシダントは、①及び②で算定された数の概ね 2/3 の数を測定局数とす

る。 

(b) 一酸化炭素 

移動発生源による汚染が中心であることから、①及び②で算定された数の概ね

1/2 の数を測定局数とする。 

(c) 非メタン炭化水素 

間接的な汚染物質であることから、①及び②で算定された数の概ね 1/2 の数を

測定局数とする。 

 

イ 地域的視点から必要な測定局数の算定 

① 自然的状況の勘案 

以下のような地形的な状況や気象的な状況等の地域固有の自然的状況を勘案し、

これに対応するために必要となる測定局数を定める。 

(a) 地形的な状況 

山地等により他の地域と分断されている地域、谷筋又は河川・湖沼等の近傍で

気流が複雑な地域、海岸部で風速が大きい地域等にあっては、他の地域の大気環

境と一体性がなく、一方の都市での測定結果で他方の都市の大気の状況を代表さ

せるのは適当ではない。 

(b) 気象的な状況 

気温、風向、風速、日射量、季節変化等により大気環境に影響を与える。 

② 社会的状況の勘案 

以下のような大気汚染発生源への対応、住民のニーズへの対応、規制や計画の履

行状況の確認、今後の開発の予定、各種調査研究への活用等の常時監視の社会的有

用性を勘案し、これに対応するために必要となる測定局数を定める。 

(a) 大気汚染発生源への対応 

固定発生源に関しては、工場等の分布、規模及び排出口の高さ等の状況並びに

近傍の風向が大気環境に影響を与える。特に、工場が密集している地域等におい

ては、事故等の異常発生時に迅速に対処する必要があることに留意する。また、

常時監視の対象物質の測定値から、当該対象物質以外の大気汚染物質の排出動向

についても推測ができ、大気汚染物質全般の監視の役割をも果たしている場合が

ある。 
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移動発生源に関しては、道路の配置又は変更予定とともに、道路の構造、車種

別交通量、走向速度、沿道状況等が大気環境に影響を与える。 

また、中・高層ビルの密集している都市部においては、気流やビルの排熱等が

大気環境に影響を与える。 

(b) 当該都道府県以外からの越境汚染による影響への対応 

当該都道府県以外からの越境汚染等が季節や気象条件により当該都道府県又は

地域に与える影響を考慮して、測定局を配置する。 

(c) 住民のニーズへの対応 

測定局の配置について、地域住民との約束や要望等の社会的要請が存在する場

合は、十分な合意を得る必要がある。 

(d) 規制や計画の履行状況の確認 

常時監視は、工場等が自ら行う環境監視体制を補完し、行政が規制の遵守状況

を最終的に確認する手段としての役割をも担っている。また、公害防止計画、港

湾計画等各種計画において、当該計画の進捗状況を確認する手段として常時監視

が積極的に位置づけられている場合がある。 

(e) 今後の開発の予定 

大規模な開発が予定される場合、事前に大気環境の測定を行う必要がある。 

(f) 各種調査研究への活用 

これまで蓄積してきた測定局のデータは、測定局周辺の健康影響調査における

平均曝露量等、研究や科学的データの基礎資料としても活用され、重要な役割を

担っている。特に、環境影響評価調査において、測定局のデータが活用できる場

合、過去からの傾向が明らかなことから、予測評価の精度向上が図られる等、調

査の効率化や質的向上に貢献している。 

③ これまでの経緯の勘案 

設置されてから相当の期間を経過し、継続して測定をしてきた測定局については、

大気環境の経年変化を知る上で重要な意義を有している。また、測定局の有用性に

ついて地域住民から高い評価を得ており、測定局が地域では所与のものとして受け

止められている場合も多い。このように、既存の測定局については、これまでの経

緯を十分に勘案し、必要に応じて、望ましい測定局数の水準に加算することにより、

存続を図ることとする。 

 

（２）測定局の配置 

（１）の規定により算定された測定局数は、都道府県ごとの望ましい測定局の総数を

示したものであり、具体的に測定局をどの地点に配置するかについては、測定局数を算

定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に決定

する。測定局は以下の２つの種類に区分されるが、それぞれの配置についても、以下に
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記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

① 一般環境大気測定局 

大気汚染状況を常時監視するための測定局であって、以下②による自動車排出ガ

ス測定局以外のものを一般環境大気測定局という。一般大気環境測定局は、一定地

域における大気汚染状況の継続的把握、発生源からの排出による汚染への寄与及び

高濃度地域の特定、汚染防止対策の効果の把握といった、常時監視の目的が効率的

に達せられるよう配置する。 

② 自動車排出ガス測定局 

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道

路端付近において大気汚染状況を常時監視するための測定局を自動車排出ガス測定

局という。自動車排出ガス測定局は、自動車排出ガスによる大気汚染状況が効率的

に監視できるよう、道路、交通量等の状況を勘案して配置する。 

配置が決定された測定局については、経年変化が把握できるよう、原則として同一地

点で継続して監視を実施するものとする。 

 

（３）測定局の見直し 

人口、環境濃度レベルの変化等により（１）アに規定する全国的視点から必要な測定

局数の算定基礎データが変化した場合又は発生源、道路、交通量の状況等の社会的状況

の変化により（１）イに規定する地域的視点から必要な測定局数の算定基礎データが変

化した場合には、適宜、測定局の数及び配置について再検討を行い、必要に応じて見直

しを行うこととする。 

 

３．測定頻度 

原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

（１）基本的考え方 

試料空気の採取は、人が通常生活し、呼吸する面の高さで行うこととする。 

 

（２）基本的考え方を踏まえ、その具体的な高さは、二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オ

キシダント及び一酸化炭素については、地上１．５ｍ以上１０ｍ以下、浮遊粒子状物

質については地上からの土砂の巻き上げ等による影響を排除するため、地上３ｍ以上

１０ｍ以下とする。 

 

（３）高層集合住宅等地上１０ｍ以上の高さにおいて人が多数生活している実態がある場

合であって、基本的考え方を踏まえて当該実態について十分検討した結果、（２）に
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よることが適当ではないと考えられるときは、適宜その実態に応じ適切な高さを設定

する。 

 

（４）用地の確保が困難な場合等やむを得ない事由により（２）及び（３）のいずれにも

よることができない場合又はそれによることが適当ではないと考えられる場合は、次

の要件を満たす採取口を設定するよう努めるものとする。 

ア 採取口の高さが３０ｍを超えていないこと。かつ、 

イ 近隣の地点において（２）における採取口高さにより、連続して１月間以上並行

して測定を行った場合の測定結果と比較して、１時間値の日平均値の平均の差が大

気環境基準の下限値の 1/10 を超えていないこと。なお、四季の変化による影響を

把握するため、この並行して行う測定は四季に併せて１年に４回以上行うこと。 

 

５．測定方法 

測定方法、測定機器の仕様及び構成については、「環境大気常時監視マニュアル」（平

成２２年３月３１日環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）によるこ

ととする。 

 

６．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

ア 測定局が、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定による工業専用地域

（旧都市計画法（大正８年法律第３６号）による工業専用地域を含む。）、港湾法

（昭和２５年法律第２１８号）の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立

地、原野、火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置

されている場合の当該測定局における測定値 

イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反

映していないと認められる場合における当該測定値 

ウ １日平均値に係る１時間値の欠測が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合

における当該１日平均値 

 

（２）常時監視結果の評価 

常時監視の結果は、環境基準により測定局ごとに短期的評価・長期的評価を行うこと

とし、以下による。 

ア 短期的評価 

大気汚染の状態を環境基準に照らして短期的に評価する場合は、環境基準が１時

間値又は１時間値の１日平均値についての条件として定められているので、定めら

れた方法により連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時
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間についてその評価を行う。 

イ 長期的評価 

大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するなど、年間にわたる測定結果を

長期的に観察したうえで評価を行う場合は、測定時間、日における特殊事情が直接

反映されること等から、次の方法により長期的評価を行う。 

① 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、高い方から２％の範囲にあるもの

（３６５日分の測定値がある場合は７日分の測定値）を除外して評価を行う。た

だし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、１日平均値につき環境基準を超える

日が２日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。 

② 二酸化窒素 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、低い方から９８％に相当するもの

（１日平均値の年間９８％値）で評価を行う。 

 

７．精度管理及び保守管理 

精度の高い測定を行うため、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日

環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）に基づき、維持管理体制を整

備し、測定機器に応じた日常点検、定期点検等の保守点検を適切に行い、その内容を記

録するものとする。 

 

８．結果の報告 

法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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Ⅲ 微小粒子状物質に係る常時監視 

 

１．測定対象 

   平成２１年９月に環境基準が設定された微小粒子状物質、いわゆる PM2.5について測定

を実施する。 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

  Ⅱの２．（１）の例による。 

 

（２）測定局の配置 

    Ⅱの２．（２）の例による。また、測定機の設置場所については、窒素酸化物、浮遊

粒子状物質等の他の項目との比較が必要になることから、原則として、既存の測定局に

設置することとするが、５．の試料採取口の設置条件を勘案し、設置場所を検討するも

のとする。 

 

（３）段階的整備 

（１）の規定により算定された測定局については、平成 22 年度から３年を目途に整備

を図るものとする。 

 

３．測定頻度 

   原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

（１）基本的考え方 

   試料空気の採取は、人が通常生活し、呼吸する面の高さで行うこととする。 

 

（２）基本的考え方を踏まえ、微小粒子状物質におけるその具体的な高さは、Ⅱの４．

（２）～（４）の浮遊粒子状物質の例による。  

 

５．試料採取口の設置条件 

吸着等による微小粒子状物質の損失を防ぐため、試料大気導入口と粒子捕集部は鉛直

管で連結させ、試料大気導入口から粒子捕集部までの長さは５ｍ以下、分粒装置出口か

ら粒子捕集部までの長さは１．５ｍ以下とする。測定局舎屋内にサンプラを設置する場

合には、試料導入管は局舎の天井を貫通させて取り付けることとする。 

 また、試料採取口の周囲は十分に開けている必要があり、周辺に他の試料採取口や採
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取装置その他設置物等がある場合は、それらの影響を避けるために、それら設置物等よ

り１ｍ以上離すことが望ましい。 

 

６．測定方法 

   標準測定法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認めら

れる自動測定機を用いることとする。その他、測定方法、測定機器の仕様及び構成につ

いては、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日環水大大発第

100331002 号、環水大自発第 100331003 号）によることとする。 

 

７．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

   ア 測定局が、都市計画法の規定による工業専用地域（旧都市計画法による工業専用

地域を含む。）、港湾法の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立地、原野、

火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置されている

場合の当該測定局における測定値 

   イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反

映していないと認められる場合における当該測定値 

   ウ １日平均値に係る欠測が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合における当

該１日平均値。また、１年平均値の計算においては、有効測定日が 250 日に満たな

いもの 

 

（２）常時監視結果の評価 

   微小粒子状物質の曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃

度分布のうち高濃度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的評価

を行うものとする。 

長期基準に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基準（１年平均値）と比較す

る。 

短期基準に関する評価は、測定結果の１日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値を

代表値として選択して、これを短期基準（１日平均値）と比較する。 

なお、評価は測定局ごとに行うこととし、環境基準達成・非達成の評価については、

長期基準に関する評価と短期基準に関する評価を各々行った上で、両方を満足した局に

ついて、環境基準が達成されたと判断する。 

 

８．成分分析 

（１）目的 

   微小粒子状物質の健康影響調査に資する知見の充実を図るとともに、その原因物質の
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排出状況の把握及び排出インベントリの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明等、

科学的知見の集積を踏まえたより効果的な対策の検討を行うため、質量濃度の測定に加

え、成分分析を行う。 

 

（２）実施体制 

   成分分析については、全国で体系的に進める必要があることから、別途定める国と都

道府県等との役割分担、分析地点（数）の選定方法、調査時期及び調査方法等を明確化

するためのガイドラインに基づき、順次、実施していくものとする。 

 

９．精度管理及び保守管理 

   精度の高い測定を行うため、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日

環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）に基づき、維持管理体制を整

備し、測定機器に応じた日常点検、定期点検等の保守点検を適切に行い、その内容を記

録するものとする。 

 

10．結果の報告 

   法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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Ⅳ 有害大気汚染物質に係る常時監視 

 

１．測定対象 

有害大気汚染物質のなかの優先取組物質（当該物質の有害性の程度や我が国の大気環

境の状況等にかんがみ健康リスクがある程度高いと考えられる物質で、別添に掲げるも

のをいう。）のうち、既に測定方法の確立している物質（ダイオキシン類を除く。）で、

以下に掲げるものについて、測定を実施する。 

 

アクリロニトリル 

アセトアルデヒド 

塩化ビニルモノマー 

塩化メチル 

クロム及び三価クロム化合物 

六価クロム化合物 

クロロホルム 

酸化エチレン 

１，２－ジクロロエタン 

ジクロロメタン 

水銀及びその化合物 

テトラクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

トルエン 

ニッケル化合物 

ヒ素及びその化合物 

１，３－ブタジエン 

ベリリウム及びその化合物 

ベンゼン 

ベンゾ［ａ］ピレン 

ホルムアルデヒド 

マンガン及びその化合物 

 

以上に掲げる物質のうち、クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、ニッケ

ル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物並びにマンガン及びその化

合物については、原則として粒子状の物質に限る。水銀及びその化合物については、原

則としてガス状のものに限る。 

水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化
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合物並びにマンガン及びその化合物については、個別の物質によって健康リスクが異な

ると思われるが、現時点では、個別の物質ごとに選択して測定を実施することが困難で

あるため、それぞれの金属及びその化合物ごとに、当該金属化合物の全量又は当該金属

及びその化合物の全量（金属換算値）を測定するものとする。クロム及び三価クロム化

合物並びに六価クロム化合物については、現時点では測定が困難であるため、当面、ク

ロム及びその化合物の全量（クロム換算値）を測定するものとする。 

個々の測定地点における測定物質については、２．（１）に規定する全国標準監視地

点においては、原則として測定可能な全ての優先取組物質を測定することとし、２．

（１）に規定する地域特設監視地点については、２．（３）②イ及び③イによる。 

また、風向、風速等の気象要素についても測定を実施するよう努めるものとする。 

 

２．測定地点の数及び選定 

（１）測定地点区分 

① 全国標準監視地点 

    全国標準監視地点とは、全国的な視点を踏まえ、１．で示した全ての優先取組物

質の大気環境の全般的な状況とその経年変化の把握を目的に選定される測定地点を

いう。 

② 地域特設監視地点 

    地域特設監視地点とは、全国標準監視地点以外の測定地点であって、地域的な視

点を踏まえ、発生源の状況を勘案し、それらの人の健康への影響が懸念される場所

の監視等、地域の実情に応じた目的で選定される測定地点をいう。 

 

（２）測定地点数 

都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における望ましい測定地点数の水準を

決定するものとする。望ましい測定地点数の水準は、全国標準監視地点と地域特設監視

地点のそれぞれについて、以下のとおり算定する。 

① 全国標準監視地点の測定地点数の算定 

ア 人口及び可住地面積による測定地点数の算定 

有害大気汚染物質による大気汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的

知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう

にすることを旨として、実施されなければならない。この理念に基づき、有害大

気汚染物質の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面積か

ら林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された都道府県ごとの

測定地点数のうち、数の少ない方を都道府県ごとの基本的な測定地点数とする。 

（a）人口 75,000 人当たり１つの測定地点を選定する。 

（b）可住地面積 25km2当たり１つの測定地点を選定する。 
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なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地

域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定地点数の調整を行うこともできる

こととする。 

イ 環境濃度レベルに対応した測定地点数の調整 

環境濃度レベルに対応した測定地点数の調整として、Ⅱの２．（１）のア②に

規定する環境濃度レベル「中」を想定し、アで算定された数の概ね 1/2 の数を測

定地点数とする。 

注）調整の結果により、測定地点の移動、統廃合又は廃止を行う場合は、測定デー

タの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的な測定等に留意することとす

る。 

ウ 測定項目の特性に対応した測定地点数の調整 

イで算定された数の概ね 1/3 の数を測定地点数とする。 

② 地域特設監視地点の測定地点数の算定 

Ⅱの２．（１）のイの例による。ただし、地域の実情に応じ、環境基準等を超え

る可能性のある地域や幹線道路区間及びそれに準ずる道路区間については、測定地

点を移動する又は測定地点を新たに選定する等の対応により、優先的に監視を行う

ことが望ましい。 

 

（３）測定地点の選定 

（２）の規定により算定された測定地点数は、都道府県ごとの望ましい測定地点の総

数を示したものであり、具体的に測定地点をどこに選定するかについては、測定地点数

を算定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に

決定する。測定地点は、測定項目ごとに以下の３つの種類に区分されるが、それぞれの

配置についても、以下に記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することと

する。 

① 一般環境 

一般環境における測定地点は、固定発生源又は移動発生源からの有害大気汚染物

質の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点について、地域における有害

大気汚染物質による大気汚染の状況の把握が効果的になされるよう選定するものと

する。また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実

施するものとする。 

② 固定発生源周辺 

ア 測定地点の選定 

固定発生源周辺における測定地点については、固定発生源における有害大気汚

染物質の製造、使用及び排出の状況、気象条件及び地理的条件を勘案して、排出

が予想される物質の濃度が、固定発生源における他の地点と比較して相対的に高
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くなると考えられる地点を優先的に選定するよう努めるものとする。 

なお、排出の状況については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律に基づく PRTR 届出データ及びそれに準ずる情報を

踏まえ把握することを基本とする。 

また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実施

するものとする。しかし、それぞれの固定発生源によって、有害大気汚染物質の

製造・使用状況等が異なることが考えられるため、ある地点における測定結果か

ら他の地点における大気汚染の状況を推測することは難しい。このため、より多

くの地点においてきめ細かく有害大気汚染物質の汚染状況を監視する必要性等の

観点から、年度ごとに測定地点を変えて監視を実施することは差し支えない。 

イ 測定項目 

固定発生源周辺においては、地域の固定発生源で製造・使用され、排出される

と考えられる物質について測定を実施するものとする。 

③ 沿道 

ア 測定地点の選定 

沿道における測定地点については、交差点、道路及び道路端付近において、自

動車から排出される有害大気汚染物質による大気汚染状況が効率的に監視できる

よう、車種別交通量、走行速度、気象条件及び地理的条件を勘案し、自動車から

の排出が予想される有害大気汚染物質の濃度が、沿道における他の地点と比較し

て相対的に高くなると考えられる地点を優先的に選定するよう努めるものとする。 

また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実施

するものとする。 

イ 測定項目 

沿道においては、自動車からの排出が予想されるアセトアルデヒド、トルエン、

１，３－ブタジエン、ベンゼン、ベンゾ［ａ］ピレン、ホルムアルデヒド等につ

いて監視を実施するものとする。 

 

（４）測定地点の見直し 

人口、環境濃度レベルの変化等により２．①に規定する全国標準監視地点の地点数の

算定基礎データが変化した場合又は発生源、道路、交通量の状況等の社会的状況の変化

等により２．②に規定する地域特設監視地点の地点数の算定基礎データが変化した場合

には、適宜、測定地点の数及び配置について再検討を行い、必要に応じて見直しを行う

こととする。 

 

（５）既存の測定局の活用 

これまでに設置された一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局を有害大気汚染
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物質の測定地点として活用することは、サンプリングを確実に実行し、また効率的に常

時監視体制を整備する上でも有効である。このため、上記（３）に基づき、選定すべき

測定地点として適正であるか判断の上、既存の測定局の中から測定地点を選択すること

は差し支えない。 

 

３．測定頻度等 

長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質の常時監視においては、

原則として年平均濃度を求めるものとする。 

有害大気汚染物質の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係しているため、季節

変動、週内変動及び日内変動が認められる。常時監視に当たって、これらの変動が適切

に平均化されるよう、原則として月１回以上の頻度で測定を実施するものとする。その

際、連続２４時間のサンプリングを実施し、日内変動を平均化するものとする。さらに、

サンプリングを実施する曜日が偏らないようにし、週内変動を平均化することが望まし

い。 

サンプリング方法及び対象物質によっては、連続２４時間のサンプリングによると破

過する場合があるが、この場合はサンプリングを数回に分けて連続して行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

サンプリングにおける試料採取口の地上高さは、粒子状でない物質については、原則

として、通常人が生活しうる高さである地上１．５ｍから１０ｍにおいて行うものとす

る。粒子状の物質については、地上からの土砂の巻上げ等による影響を排除するため、

原則として、地上３ｍから１０ｍの高さにおいて行うものとする。なお、高層集合住宅

等地上１０ｍ以上の高さにおいて人が多数生活している実態がある地域においては、そ

の実態を勘案し、試料採取口の高さを適切に設定するものとする。 

 

５．測定方法 

測定方法については、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成９年２月１２日

環大規第２７号、平成２３年４月１日最終改正）によるものとする。 

 

６．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

Ⅱの６．（１）ア及びイの例による。 

 

（２）年平均値の算出 

測定結果を評価する際には、地点ごとに、測定値を算術平均して求めた年平均値を用

いるものとし、環境基準値が設定されている物質については基準値との比較によってそ
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の評価を行うものとする。測定値が検出下限値未満のときは、検出下限値の 1/2 として

年平均値の算出に用いるものとする。十分な測定頻度で測定を実施できなかった場合又

は欠測が多く測定値の得られた季節が偏っている場合等は、結果の評価に際し留意する

必要がある。 

 

（３）異常値の取扱い 

これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が

得られた場合又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、その

測定値は異常値である可能性がある。このときは、サンプリング、試料の輸送、前処理、

機器分析という一連の作業に問題がないかを確認し、問題がない場合には、サンプリン

グ時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がなかったかを確認するものとする。以上の

情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とするものとす

る。 

なお、異常値の可能性がある測定値が得られた場合には、可能な限り速やかに再測定

を行うことが望ましい。 

 

７．精度管理及び保守管理 

有害大気汚染物質の測定は、サンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析といった

バッチ処理によって行われることが通常であり、有効な測定を行うため、それぞれの作

業及び機器の管理等を適切に実施するものとする。また、作業に係る情報等を記録し、

測定が終了した後に精度管理が十分にされているかを記録によって確認できるようにす

るものとする。 

 

８．結果の報告 

法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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別添 優先取組物質 

 

１．アクリロニトリル 

２．アセトアルデヒド 

３．塩化ビニルモノマー（別名：クロロエチレン又は塩化ビニル） 

４．塩化メチル（別名：クロロメタン） 

５．クロム及び三価クロム化合物 

６．六価クロム化合物 

７．クロロホルム 

８．酸化エチレン（別名：エチレンオキシド） 

９．１，２－ジクロロエタン 

10．ジクロロメタン（別名：塩化メチレン） 

11．水銀及びその化合物 

12．ダイオキシン類 

13．テトラクロロエチレン 

14．トリクロロエチレン 

15．トルエン 

16．ニッケル化合物 

17．ヒ素及びその化合物 

18．１，３－ブタジエン 

19．ベリリウム及びその化合物 

20．ベンゼン 

21．ベンゾ［ａ］ピレン 

22．ホルムアルデヒド 

23．マンガン及びその化合物 
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附則（平成１７年６月２９日） 

「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の

処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本

通知により改める。 

 

附則（平成１９年３月２９日） 

平成１７年６月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７

７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成２２年３月３１日） 

１．平成１９年３月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚

染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第

１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

２．Ⅲの２．（１）の算定方法については、蓄積された観測値により把握される濃度の地

域分布や経年変化等についての検討を行い、この通知の施行後３年を目途に見直しを行

うこととする。 

 

附則（平成２３年７月１日） 

１．平成２２年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚

染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第

１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

２．本通知は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２５年８月３０日） 

１．平成２３年７月１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１

７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

２．本通知は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、本通知の適用により、測定地

点数や各測定地点の測定項目数が大幅に変動する場合にあっては、平成２６年度から３

年を目途に測定地点や測定項目の見直しを行うことで良い。 
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環 水 企 第 ９ ２ 号

平成１３年５月３１日

改正 環水企発第05062 9002号

環水土発第05062 9002号

平成１７年６月２９日

改正 環水大水発第060630001号

環水大土発第060630001号

平成１８年６月３０日

改正 環水大水発第080813003号

環水大土発第080813004号

平成２０年８月１３日

改正 環水大水発第091130005号

環水大土発第091130007号

平成２１年１１月３０日

改正 環水大水発第1303271号

環水大土発第1303271号

平成２５年３月２７日

都道府県知事

殿

政令市市長

環境省環境管理局水環境部長

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び

水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成11年法律第87号。以

。 、下「地方分権一括法」という ）が平成12年４月１日より施行された。同法の施行により

都道府県及び市町村の事務は自治事務及び法定受託事務の２種類の事務として行われるこ

ととなる。このうち法定受託事務は、本来国が果たすべき責務に係るものであるため、地

方分権一括法による改正後の地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「改正地方自治法」

という ）第245条の９第１項及び第３項に基づき都道府県又は市町村が処理する事務の基。

準（以下「処理基準」という ）を国が定めることができるとされている。。
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このため、環境基本法（平成５年法律第91号。水質保全関係部分に限る ）及び水質汚。

濁防止法（昭和45年法律第138号）中の法定受託事務である環境基準の水域類型指定等に

関して、下記のとおり処理基準が定められたので、通知する。当該事務を行うに当たって

は、下記事項に基づき適切に実施されたい。

なお、これまでに発出された通知は、処理基準として明示的に引用されない限り、改正

地方自治法第245条の４第１項に基づく「技術的な助言」として取り扱うこととしている

ので、引き続き活用されたい。

記

環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視

等の処理基準

平成13年５月31日 環 水 企 第 ９ ２ 号

改正 平成17年６月29日 環水企発第05062 9002号

環水土発第05062 9002号

改正 平成18年６月30日 環水大水発第060630001号

環水大土発第060630001号

改正 平成20年８月13日 環水大水発第080813003号

環水大土発第080813004号

改正 平成21年11月30日 環水大水発第091130005号

環水大土発第091130007号

改正 平成25年3月27日 環水大水発第1303271号

環水大土発第1303271号

第１ 環境基本法関係

水質汚濁に係る環境基準が類型を当てはめる水域を指定すべきものとして定められる場

合の水域の指定（以下「類型指定」という ）に関する事務は、環境基本法第16条第２項。

に基づき、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令（平成５年政令第371

号）別表に定める水域以外は、都道府県が法定受託事務として行うこととされた。都道府

県が事務を行う際には 「水質汚濁に係る環境基準について （昭和46年12月環境庁告示第、 」

59号。以下「告示」という ）に定めるほか、以下によることとする。。
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は海域として取り扱う。

（２）湖沼と湖沼以外の公共用水域との境界

１ （１）の２）の③に準じて判断することとする。）

２）この場合において、湖沼の汀線は渇水時の汀線とする。なお、人造湖の場合にあ
ていせん ていせん

っては、その上流端は、渇水時のバックウォーターの終端とする。

４．類型指定の見直し

上記１．～３．に準ずることとする。

なお、水生生物保全環境基準の類型指定については、水生生物の生息状況の変化等事情

の変更があれば、適宜見直しの検討が必要となるため、水質汚濁防止法第15条に基づく常

時監視における環境基準項目等の水質の状況の把握のほか、水生生物の生息状況等、類型

指定を行うために必要な情報を把握、整備しておくこと。

第２ 水質汚濁防止法関係

１．常時監視（法第15条関係）

常時監視の実施に当たっては、告示及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準 （平成９」

年３月13日環境庁告示第10号、以下「地下水告示」という ）によるほか以下によること。

とする。なお、実施に当たっては関係機関との連携を図られたい。

（１）常時監視に用いる測定

１）常時監視に用いる測定は、公共用水域は「水質調査方法 （昭和46年９月30日環」

水管第30号 、地下水は｢水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について｣）

（平成元年９月14日環水管第189号）の別紙の「地下水質調査方法 （以下単に｢地」

下水質調査方法｣という｡）によること｡

２）試料採取から前処理、測定、報告に至る過程で適切な精度管理を実施し、測定値

の信頼性の確保に努める。分析精度の管理は、
※

①標準作業手順

②分析方法の妥当性、器具、装置の性能の評価と維持管理

③測定の信頼性の評価

によって行う。
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※標準作業手順：試薬等の管理及び試料採取から結果の報告等に至る作業のう

ち、当該機関が実施する作業についての具体的な操作手順 （Standard Opera。

ting Procedure: ＳＯＰ）

なお、これらを担保するために、環境省などが実施している外部の精度管理調査

への参加や外部監査制度の導入等の外部精度管理を実施することが望ましい。

３）人の健康の保護に関する環境基準項目及び地下水の水質汚濁に係る環境基準項目

について、環境基準値を超える測定値が得られた場合、又は測定値が大きく変動し

た場合には、分析機関は分析方法のチェック等測定値の検討を速やかに行う。また、

このような場合において地方公共団体の環境部局が当該測定値を速やかに把握でき

る体制を整備する。

４）３）以外の場合の測定値や生活環境の保全に関する環境基準の測定値についても、

可能な限り速やかに把握できる体制を整備することが望ましい。

（２）常時監視の結果の報告

１）測定計画に従って行われた測定の結果については、原則として１年に１回、公共

用水域にあっては、別途通知する報告要領により環境省水・大気環境局水環境課長

あてに、地下水にあっては 「地下水質測定結果の報告要領等について （平成24年、 」

3月26日環水大土発第120326001号）により同局土壌環境課地下水・地盤環境室長あ

てに通知すること。なお、告示又は地下水告示において環境基準値が複数物質の濃

度の和とされている環境基準項目については、今後の検討に資するため、それぞれ

の濃度を報告すること。

２）環境基準を超えた場合の対応

①以下のいずれかに該当する場合は、公共用水域にあっては環境省水・大気環境局

水環境課、地下水にあっては同局土壌環境課地下水・地盤環境室に、速やかに報

告すること｡

ア．全シアン、アルキル水銀及びＰＣＢについては、環境基準値を超えた場合。

イ．その他の人の健康の保護に関する環境基準項目や地下水の水質汚濁に係る環

境基準項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合。

なお、ふっ素及びほう素については、海水の影響により環境基準値を超える場

合は除く｡
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②上記の報告に当たっては、次の事項を報告されたい｡

ア．測定項目、測定値及び採水年月日

イ．測定地点名（公共用水域にあってはこれに加えて水域名）

ウ．測定地点周辺における利水及び土地利用等の状況（地図又は概略図を添付す

る ）。

③上記の報告後、次の事項を適宜報告されたい｡

ア．その後の測定値及び原因究明のための調査結果

イ．講じた施策、行政指導等の概要及びその結果

３）報告下限値等

①以下の表に掲げる項目については右欄に掲げる値を報告下限値とする｡

項 目 報告下限値

全シアン 0.1 mg/l

総水銀 0.0005 mg/l

アルキル水銀 0.0005 mg/l

ＰＣＢ 0.0005 mg/l

溶存酸素量（ＤＯ） 0.5 mg/l

浮遊物質量（ＳＳ） 1 mg/l

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 0.5 mg/l

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 0.5 mg/l

ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等） 0.5 mg/l

全窒素 0.05 mg/l

全燐 0.003 mg/l
りん

全亜鉛 0.001 mg/l

ノニルフェノール 0.00006 mg/l

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 0.0006 mg/l

及びその塩（ＬＡＳ）

②表中に記載のない項目（水素イオン濃度（ｐＨ 、大腸菌群数を除く ）について） 。

は、原則としてmg/l単位で小数点以下４桁までの範囲内で定量下限値を設定し、

これを報告下限値とする。
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③告示又は地下水告示において環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境

基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれ

の定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞ

れの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

④なお、人の健康の保護に関する環境基準項目又は地下水の水質汚濁に係る環境基

準項目の定量下限値は、鉛、砒素及び六価クロムについては環境基準値の1/2以
ひ

、下に、セレンについては環境基準値の1/5以下に、カドミウム、ジクロロメタン

四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、

、1,2-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジ

クロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素並びに1,4-ジオキサンについては環境基準値

の1/10以下に設定することが望ましい。

４）有効数字等

①報告下限値未満の数値については、｢報告下限値未満｣（記載例「<0.005｣）とす

る｡

②桁数について

ア．有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる｡ｐＨについては、小数第２位

を四捨五入し、小数点以下１桁までとする。

イ．報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる｡

ウ．告示又は地下水告示において環境基準値が２物質の濃度の和とされている環

境基準項目については、まず、２物質の測定値の合計値を求めた後に、上記の

ア．及びイ．の桁数処理を行う。ただし、２物質の測定値のいずれか一方が報

告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定

値として扱う｡

５）平均値の計算

①平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入す

る。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限

値の桁までとする｡

②個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り

扱い、平均値を計算する｡
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６）その他の項目の数値の取扱いについて

環境基準項目以外の項目については、各都道府県において定められた数値の取扱

方法（下限値及び有効桁数を含む｡）による｡

（３）測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断す

る場合

１）人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準

①水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水

質汚濁に係る環境基準の達成状況は、同一測定点（公共用水域にあっては、当該

測定点は表層における地点とする ）における年間の総検体の測定値の平均値に。

より評価する。その際、測定値が定量下限値未満であった検体については、定量

下限値を用いて平均値を算出することとする。

②ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点にお

ける年間の総検体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びＰ

ＣＢについては 「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一、

測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基

準達成と判断する。

③さらに総水銀については、告示別表１備考１及び地下水告示別表備考１において、

総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされて

いるが、年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の

総検体の測定値の中に定量下限値未満が含まれていない場合には、総検体の測定

値がすべて0.0005mg/lであることをいい、定量下限値未満が含まれている場合に

は、測定値が0.0005mg/lを超える検体数が総検体数の37％未満であることをいう

ものとする。

④地下水の環境基準達成状況の評価は、地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、

毎年の測定結果について、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超

過した測定地点の割合または本数）で行うこと｡また、必要に応じ、濃度の推移

についても評価を行う。なお、地域の全体的な汚染の状況は概況調査における評

価を基本とし、その他の調査区分における評価については、それぞれ調査目的を

勘案して行うこと｡

⑤自然的原因による検出値の評価

ア．公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出された

と判断される場合は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十
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分考慮すること。

イ．ふっ素及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽

水域等において環境基準を超過している水域が多く存在する。環境基準を超過

している汽水域等については、海水の影響の程度を把握し、その他の水域とは

別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程度の把握方法及び

測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふっ素」及び

「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について （平成11年３月12日環」

水企第89-2号、環水管第68-2号）によること。

２）生活環境の保全に関する環境基準

①ＢＯＤ、ＣＯＤの環境基準及び水生生物保全環境基準の達成状況の評価

ア．類型指定された水域におけるＢＯＤ及びＣＯＤの環境基準の達成状況の年間

評価については、環境基準点において、以下の方法により求めた「75％水質

値」 が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当※※

該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

※※75％水質値…年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に

並べ0.75×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75％

水質値とする （0.75×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の。

値をとる ）。

、イ．水生生物保全環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において

、年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に

当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。なお、当該水域における

検出状況が、明らかに人為的原因のみならず自然的原因も考えられる場合や、

河川の汽水域において海生生物が優占して生息する情報がある場合には、これ

らのことを踏まえて判断すること。

ウ．複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点

において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成してい

るものと判断する。

②湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
りん

ア．湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環
りん

境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境

基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断す
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る。

イ．複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内のすべての環境基準点

において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成してい

るものと判断する。

③海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
りん

ア．海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環
りん

境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境

基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断す

る。

イ．複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内の各環境基準点におけ

る表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環

境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断

する。

２．測定計画（法第16条関係）

公共用水域及び地下水の水質測定計画は次によることとし、測定計画の作成に当たって

は、環境基本法第43条に定める機関において、これについて審議を行うよう努められたい。

測定計画を作成したときは、環境省水・大気環境局長あてに速やかに通知するようお願い

する。年度途中においてこれを変更した場合も同様とする。

（１）公共用水域の水質測定計画

次の点に留意されたい。

１）測定の対象水域は、全公共用水域とし、公共用水域の水質の汚濁の状況、利水の

状況等を勘案して、対象水域を選定することとする。

２）測定地点、項目、頻度については、次によることとする。なお、水生生物保全環

境基準に係る測定地点については、水生生物の生息状況等を勘案し、水域内の既存

の環境基準点・補助点（測定計画において環境基準点における測定を補助する目的

で選定される地点をいう ）を活用しつつ、水域の状況を適切に把握できる地点を。

選定することとする。また、効率化、重点化に当たっては、化学物質排出移動量届

出制度（ＰＲＴＲ）で公表・開示されるデータの活用に留意する。

①測定地点・頻度の設定の基本的な考え方

ア．測定地点

（ア）河川
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ア）利水地点

イ）主要な汚濁水が河川に流入した後十分混合する地点及び流入前の地点

ウ）支川が合流後十分混合する地点及び合流前の本川又は支川の地点

エ）流水の分流地点

オ）その他必要に応じ設定する地点

（イ）湖沼

ア）湖心

イ）利水地点

ウ）汚濁水が湖沼に流入した後十分混合する地点

エ）河川が流入した後十分混合する地点及び流入河川の流入前の地点

オ）湖沼水の流出地点

（ウ）海域

水域の地形、海潮流、利水状況、主要な汚濁源の位置、河川水の流入状況

等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるように選定する。採水地

点間の最短距離は0.5～１ｋｍ程度を標準とする。なお、測定地点の選定に当

たっては、著しい重複、偏向が生じないように国の地方行政機関と協議する

ほか市町村とも協議することが望ましい。また、従来の測定により、著しい

水質の汚濁が認められた地点については、引き続き測定を行うものとする。

イ．測定頻度

（ア）環境基準項目

ア）人の健康の保護に関する環境基準項目については、毎月１日以上各日に

ついて４回程度採水分析することを原則とする。このうち１日以上は全項

目について実施し、その他の日にあっては、水質の汚濁の状況、排出水の

汚染状態の状況等から見て必要と思われる項目について適宜実施すること

とする。

。イ）生活環境の保全に関する環境基準項目については、次によることとする

ａ．通年調査

環境基準点、利水上重要な地点等で実施する調査にあっては、年間を

通じ、月１日以上、各日について４回程度採水分析することを原則とす

る。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質変動が少ない地点

においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。

ｂ．通日調査

ａ．の通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあっては、

年間２日程度は各日につき２時間間隔で13回採水分析することとする。
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ｃ．一般調査

前記以外の地点で補完的に実施する調査にあっては、年間４日以上採

水分析することとする。

（イ）環境基準項目以外の項目

排水基準が定められている項目その他水域の特性把握に必要な項目等につ

いて、利水との関連に留意しつつ （ア）に準じて適宜実施する。、

②効率化に関する考え方

ア．測定地点についての効率化

（ア）汚濁源の状況に応じて測定地点を絞り込むことができる。

（イ）汚濁源の少ない水域においては数年で測定地点を一巡するようなローリン

グ調査の導入等を図ることができる。

（ウ）測定地点間の位置関係を考慮して効率化することができる。

（エ）生活環境の保全に関する環境基準項目の通日調査については、測定データ

が十分に蓄積された場合は、利水状況や発生源の状況を考慮しつつ、測定 地

点を絞り込むことができる。

イ．測定項目についての効率化

（ア）検出される可能性が少ないと思われる項目については、数年で測定項目を

一巡するようなローリング調査の導入等を図ることができる。

（イ）農薬等については、使用実態を勘案し測定項目を絞り込むことができる。

ウ．測定頻度（時期）についての効率化

（ア）農薬等については使用時期等を考慮して測定時期を弾力的に設定すること

ができる。

（イ）分析作業の効率化の視点から測定時期を選定することができる。

（ウ）人の健康の保護に関する環境基準項目は長年検出されない場合、測定頻度

を絞り込むことができる。

（エ）通日調査以外の調査については、測定データが十分に蓄積された場合は、

利水状況や発生源の状況を考慮しつつ、１日の採水分析の頻度を減ずること

ができる。

エ．分析方法についての効率化

（ア）アルキル水銀の分析については、総水銀の測定でスクリーニングを行うこ

とができる。

（イ）公定法の中でも、多成分を同時分析できる方法を活用する。

③重点化に関する考え方

以下のア．のような点に留意して、イ．やウ．のようなモニタリングを重点化
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するべき地点、水域を設定する。

ア．留意点

（ア）利水状況

（イ）汚濁源（休廃止鉱山、苦情の有無等を含む）の分布 等

イ．重点化すべき測定地点

（ア）水質変動の激しい地点

（イ）環境基準未達成の地点

（ウ）長年検出されていない項目が検出された地点

（エ）異常値が検出された地点

（オ）水生生物の生息状況から特定の時期に着目すべき地点 等

ウ．重点化すべき水域

（ア）指定湖沼

（イ）閉鎖性海域

（ウ）その他特定の保全計画のある水域 等

３）測定計画の作成

①測定計画には、測定地点名、位置、測定項目、測定頻度、測定方法及び定量下限

値、国及び地方公共団体が測定計画に従って行った測定の結果の都道府県知事へ

の送付の様式及び方法等を記載することとする。なお、位置については緯度経度

の情報も記載するとともに、地図で示すこととする。

②新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見された場合、その影響把

握が必要であり、そのための測定が緊急に必要となる。この場合、測定計画外で

実施することもあり得ることから、その円滑な実施に備え、そのような場合の緊

急のモニタリングの意義、測定地点の設定方法等の留意点について測定計画に記

載することとする。

③測定地点や項目、頻度の設定の考え方については、測定計画などに位置づけ、公

表することが望ましい。

④二以上の都道府県の区域に属する公共用水域の水質の測定計画の場合にあっては、

測定地点・測定項目・測定時期等について関係都道府県知事と事前に連絡を行い、

水域全体として有効な測定が行われるようにすることが望ましい。

（２）地下水の水質測定計画

次の点に留意されたい。

１）水質調査の種類は次のとおりとする。
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①概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査と

する。地域の実情に応じ、年次計画を立てて、計画的に実施することとする。

②汚染井戸周辺地区調査

概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明ら

かになった汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資

するために実施する地下水の水質調査とする。必要に応じて、土壌汚染が判明し

た場合にも実施することとする。

③継続監視調査

汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。

２）測定地点、項目、頻度等については、次によることとする。

①測定地点

ア．概況調査

利水的に重要な地域等において重点的に汚染の発見又は濃度の推移等を把握す

ることを目的とした定点方式と、地下水汚染を発見するために地域をメッシュ等

に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方

の方式により調査する。ただし、汚染を発見するという観点からは、定点方式の

みでは汚染を見落とす可能性があることに留意する。

（ア）定点方式

重点的に測定を実施する地域として、例えば以下の地域を選定する。効果的

な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。

ア）地下水の利用状況等を勘案し、汚染による利水影響が大きいと考えられ

る地域

イ）有害物質を使用している工場・事業場等の立地状況及び農畜産業の状況

等を勘案し、汚染の可能性が高い、または汚染予防の必要性が高い地域

（判断の基礎情報として、土壌汚染の状況、廃棄物処分場跡地情報等も重

視する ）。

ウ）その他、重点的に測定を実施すべき地域

（イ）ローリング方式

ア）地下水汚染を発見するという観点から、平野部では人口密度や工場・事

業場等の立地状況を勘案した上でメッシュ等に分割し、測定地点が偏在し

ないよう分割した調査区域の中から毎年調査区域を選定して順次調査を行
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い、数年間で地域全体を調査する。

イ）メッシュの間隔は地域の特性などを考慮する必要があるが、市街地では

１～２ｋｍ、その周辺地域では４～５ｋｍを目安とする。

ウ）調査区域内では、これまでの概況調査結果を参考に、未調査の井戸を優

先して測定地点を選定する。地下水の汚染が鉛直方向に広がることに留意

し、過去に測定を実施した地域については異なる帯水層の測定を優先的に

実施する。

エ）必要に応じて観測井を設置することも考慮する。

オ）ローリング方式の一巡期間は４又は５年以内を目安とし、利水状況や汚

染の可能性を考慮しつつ、一巡期間を適宜短縮又は延長することができる。

イ．汚染井戸周辺地区調査

（ア）調査範囲の設定に当たっては、帯水層の鉛直分布を考慮しつつ、汚染物質

の種類、帯水層の構造、地下水の流向・流速等を勘案し、汚染が想定される

範囲全体が含まれるようにする。

（イ）ただし （ア）のような検討が困難な場合、まず汚染が発見された井戸か、

ら半径５００ｍ程度の範囲を調査し、地下水汚染の方向を確認する。調査範

囲全体に汚染が見られる場合は、段階的に範囲を広げて調査する。

（ウ）地下水の流向がわかっている場合には、その方向に帯状に調査する。

（エ）汚染帯水層が判明している場合は、汚染帯水層にストレーナーがある井戸

を調査する。なお、汚染が鉛直方向の帯水層にも移行している場合があるの

で、他の帯水層の測定を検討するものとする。

（オ）測定地点については、汚染による利水影響が大きいと考えられる井戸を重

点的に調査する。飲用に供されている井戸については、特段の理由がない限

り調査する。なお、調査範囲が広く、対象となる井戸が多い場合は、飲用井

戸の調査を優先しつつ、区域を分け順次調査を行う。

（カ）既存の井戸を調査することが基本であるが、汚染範囲を的確に把握するこ

とが困難となるような大きな空白地区が生じる場合は、観測井を設置するこ

とも考慮する。

ウ．継続監視調査

（ア）汚染源の影響を最も受けやすい地点及びその下流側を含むことが望ましい。

（イ）より効果的な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考

慮する。
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（ウ）汚染範囲や地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には測定地

点の変更を検討するものとする。

②測定項目

地下水の水質調査は基本的に地下水の水質汚濁に係る環境基準項目について実

施することとする。また、水質調査を実施する際には、井戸の地点名、位置、深

度、浅井戸／深井戸の別、不圧／被圧帯水層の別、用途等の諸元についてできる

だけ把握する。さらに、地下水の特性把握に必要な項目については適宜調査を行

うものとする。

ア．概況調査

（ア）ローリング方式による調査においては、基本的に全ての環境基準項目につ

いて測定を実施する。

（イ）定点方式による調査において、利水影響が大きいと考えられる地域におい

ては、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施する。

（ウ）定点方式による調査において、土地利用等から判断して汚染の可能性がき

わめて低い項目について、過去２ないし３回連続して定量下限値以下であっ

た場合は、測定計画にその根拠を示した上で、一時的に測定項目から除外す

ることとしてもよい。

（エ）定点方式による調査において、汚染の可能性が高い地域においては、汚染

の可能性が高い項目と併せて、その分解生成物についても測定することが望

ましい。

（オ）なお、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合のみ測定するこ

ととしてもよい。

イ．汚染井戸周辺地区調査

測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可

能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。

ウ．継続監視調査

（ア）測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染

の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとして

もよい。

（イ）汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因に

よる汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを
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条件に、測定項目から除外することとしてもよい。

③測定頻度

ア．概況調査

（ア）年次計画を立てて実施する場合は、当該年度の対象井戸については、年１

回以上実施することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。

（イ）定点方式については、地下水の流動、利水状況及び汚染物質の使用状況等

を考慮して、測定計画に根拠等を示した上で、測定頻度を減らすことができ

る。

イ．汚染井戸周辺地区調査

（ア）汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。１地区の調査は、降

雨等の影響を避け、できるだけ短期間に行うことが望ましい。

（イ）地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には、再度汚染井戸周

辺地区調査を実施することが望ましい。

ウ．継続監視調査

（ア）対象井戸について、年１回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時

期に設定することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。

（イ）地下水を飲用に用いていない地域や汚染項目の濃度変動が小さい場合など、

測定計画に具体的に根拠を示した上で、複数年に１回の測定とすることがで

きる。

（ウ）汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因に

よる汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを

条件に、複数年に１回の測定とする、または、継続監視調査を終了すること

ができる。

（エ）汚染源における浄化対策の実施等により継続監視調査を終了する場合には、

測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再

度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認

した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断

することとする。

④その他

地域の井戸の設置状況、地下水の利用状況、地下水の流れ、過去から現在にか
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けての土地利用や有害物質の使用状況等については、適宜調査を実施し、水質調

査に当たって必要な状況を把握しておくことが望ましい。

３）測定計画の作成

①測定計画には、調査区分ごとに、測定井戸の地点名、位置、測定項目、深度、浅

井戸／深井戸の別、不圧／被圧帯水層の別、用途等の諸元、測定方法、定量下限

値、測定地点・項目・頻度の設定の考え方及び継続監視調査の実施・終了の判断

基準等を、わかりやすく記載することとする。

②また、地震等の災害が発生した場合、新たな地下水の汚染やその拡散が懸念され

るため、緊急的なモニタリングが必要となる。この場合、測定計画に位置づけら

れていない水質調査を臨時に行うこともあり得ることから、その円滑な実施に備

え、緊急的なモニタリングの意義、測定地点の設定方法等の留意点について測定

計画に記載することとする。
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Ⅴ．従来から実施されている放射性物質モニタリングの概要 

Ⅴ-(１) 環境放射能に係る既存のモニタリングの概要 
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